
（別紙４）

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

物品等又は役務の名称及び数量 経理責任者の氏名、名称及び所在地 契約を締結した日 契約の相手方の氏名及び住所 随意契約によることとした理由及び会計規程等の根拠条文 予定価格（円） 契約金額（円）
落札率
（％）

再就職の
役員の数

（人） 備　考

公益法人
の区分

国所管、都道
府県所管の
区分

応札・応
募者数

上水道供給契約
静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和6年3月31日
沼津市役所
静岡県沼津市御幸町１６−１

地域独占により契約の相手方が特定されているため
（独立行政法人国立病院機構会計規程会計規程第５
２条第４項）

- 1,664,256 － － － － － 契約期間：Ｒ6.4.1～Ｒ7.3.31

下水道使用契約
静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和6年3月31日
清水町役場
静岡県駿東郡清水町堂庭２１０-１

地域独占により契約の相手方が特定されているため
（独立行政法人国立病院機構会計規程会計規程第５
２条第４項）

- 12,891,722 － － － － － 契約期間：Ｒ6.4.1～Ｒ7.3.31

料金後納郵便契約
静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和6年3月31日
日本郵便株式会社三島郵便局
静岡県三島市南田町４－５０

業務独占により契約の相手方が特定されているため
（独立行政法人国立病院機構会計規程会計規程第５
２条第４項）

- 2,910,344 － － － － － 契約期間：Ｒ6.4.1～Ｒ7.3.31

都市ガス供給契約（業務用）
静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和6年3月31日
静岡ガス(株)東部支社
静岡県沼津市岡一色８０９

業務独占により契約の相手方が特定されているため
（独立行政法人国立病院機構会計規程会計規程第５
２条第４項）

- 76,910,113 － － － － － 契約期間：Ｒ6.4.1～Ｒ7.3.31

放射性医薬品購入契約
静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和6年3月28日
社団法人日本アイソトープ協会
東京都文京区本駒込２－２８－４５

法令等により契約の相手方が特定されているため（放
射線障害防止法第4条・第4条の2による届出（販売）・
許可（廃棄））（独立行政法人国立病院機構会計規程
会計規程第５２条第４項）

- 31,132,233 － － － － － 契約期間：Ｒ6.4.1～Ｒ7.3.31

人全血液等購入契約
静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和6年3月25日
日本赤十字社東海北陸ブロック
血液センター
愛知県瀬戸市南山口町539-3

閣議決定により契約の相手方が特定されているため
（独立行政法人国立病院機構会計規程会計規程第５
２条第４項）

- 140,848,689 － － － － － 契約期間：Ｒ6.4.1～Ｒ7.3.31

ガンマカメラNM830保守契約
静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和6年2月26日
GEヘルスケア・ジャパン株式会社
静岡県静岡市駿河区宮竹１丁目１９版１０号

組み込みソフトウェア等製造者の独自性が認められる
医療機器であり、他の業者に保守・修理を行わせると
作動品質面で医療安全上のリスクが見込まれるため
（独立行政法人国立病院機構会計規程会計規程第５
２条第４項）

- 2,640,000 － － － － － 契約期間：R6.3.1～R7.2.28

白衣等賃貸借契約に係る変更契
約

静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和6年2月6日
中北薬品株式会社三島支店
静岡県駿東郡長泉町下土狩202番地8

現に契約履行中の業務に直接関連する契約を現に履
行中の契約者以外の者に履行させることが不利であ
るため。

- 4,149,750 － － － － － 契約期間：R6.3.1～R8.3.31

心臓カテーテル用検査装置(EP
WorkMateClaris)修理契約

静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和6年2月6日
 ディーブイエックス株式会社
東京都豊島区高田2-17-22

緊急に修理しなければ診療に支障を来すため
独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則第１７
条の2第4項

- 1,980,000 － － － － － 履行期限：R6.3.31

医薬品購入契約「ﾌｪｽｺﾞ配合皮下注IN」外１件

静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和5年12月28日
アルフレッサ株式会社　沼津支店
静岡県駿東郡清水町八幡字瀬戸川104-1

当該製品を取り扱うことができる事業者が一者に限ら
れるため
（独立行政法人国立病院機構会計規程会計規程第５
２条第４項）

- 6,357,604.00 － － － － - 契約期間：R6.1.1～R6.9.30

医事業務委託契約
静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-１

令和5年12月22日
株式会社ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地

一般競争入札を実施したが予定価格を下回る業者が
おらず不落となったため
（独立行政法人国立病院機構会計規程会計規程第５
２条第５項）

－ 590,040,000.00 － － － － － 契約期間：R6.4.1～R9.3.31

公益法人の場合
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X線透視撮影装置CUREVISTA Open保守契約

静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和5年12月21日
富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社
静岡西営業所
静岡県浜松市中区常盤町145番地の1

組み込みソフトウェア等製造者の独自性が認められる
医療機器であり、他の業者に保守・修理を行わせると
作動品質面で医療安全上のリスクが見込まれるため
（独立行政法人国立病院機構会計規程会計規程第５
２条第４項）

- 5,702,400.00 － － － － - 契約期間：R6.1.1～R9.12.31

薬剤師派遣契約
静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和5年12月18日
日本調剤株式会社
東京都千代田区丸の内1丁目9番1号

独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則第１７
条の４第１項

- 10,751,474.00 － － － － － 契約期間：R6.4.1～R7.3.31

尿定性・尿沈査分析装置購入契約
静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和5年11月27日
協和医科器械株式会社沼津支店
静岡県沼津市大岡３９９５－１

独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則第１７
条の４第１項

- 14,685,000.00 － － － － － 納入期限：R6.2.29

放射線治療測定機器（AreCHECK
多列型検出器）保守業務委託契約

静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和5年9月30日
東洋メディック株式会社
東京都千代田区飯田橋3-8-5

組み込みソフトウェア等製造者の独自性が認められる
医療機器であり、他の業者に保守・修理を行わせると
作動品質面で医療安全上のリスクが見込まれるため
（独立行政法人国立病院機構会計規程会計規程第５
２条第４項）

- 4,752,000 － － － － － 契約期間：R5.10.1～R8.9.30

ソリリス点滴静注300ｍｇ　外2件
静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和5年9月29日
東邦薬品株式会社　沼津営業所
静岡県沼津市米山町12-33

独立行政法人国立病院機構政府調達に関する協定
等に係る物品又は特定役務の調達手続きの特例を定
める規程第14条

- 417,521,009.00 － － － － － 契約期間：R5.10.1～R6.9.30

ベクルリー点滴静注用100mg
静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和5年9月29日
株式会社　スズケン　沼津支店
静岡県駿東郡清水町卸団地316

独立行政法人国立病院機構政府調達に関する協定
等に係る物品又は特定役務の調達手続きの特例を定
める規程第14条

- 27,311,823 － － － － － 契約期間：R5.10.1～R6.9.30

エンスプリング皮下注120mgシリン
ジ

静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和5年9月29日
株式会社メディセオ　沼津支店
静岡県駿東郡清水町八幡221-2

独立行政法人国立病院機構政府調達に関する協定
等に係る物品又は特定役務の調達手続きの特例を定
める規程第14条

- 19,526,978 － － － － － 契約期間：R5.10.1～R6.9.30

参照カルテシステム等保守契約
静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和5年9月29日
株式会社SBS情報システム
静岡県静岡市駿河区登呂３丁目１番１号

組み込みソフトウェア等製造者の独自性が認められる
医療機器であり、他の業者に保守・修理を行わせると
作動品質面で医療安全上のリスクが見込まれるため
（独立行政法人国立病院機構会計規程会計規程第５
２条第４項）

- 1,980,000 － － － － － 契約期間：R5.10.1～R6.9.30

放射線治療機器ラディザクトX7保
守契約

静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和5年9月28日
アキュレイ株式会社
東京都千代田区大手町２－２－１新大手町ビ
ル７階

組み込みソフトウェア等製造者の独自性が認められる
医療機器であり、他の業者に保守・修理を行わせると
作動品質面で医療安全上のリスクが見込まれるため
（独立行政法人国立病院機構会計規程会計規程第５
２条第４項）

- 178,750,000 － － － － － 契約期間：R5.10.1～R10.9.30

富士医用画像情報システム総合保
守契約

静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和5年9月28日
富士フィルムメディカル株式会社　南関東支
社
神奈川県横浜市北区新横浜２丁目８番１１号

組み込みソフトウェア等製造者の独自性が認められる
医療機器であり、他の業者に保守・修理を行わせると
作動品質面で医療安全上のリスクが見込まれるため
（独立行政法人国立病院機構会計規程会計規程第５
２条第４項）

- 4,005,331 － － － － － 契約期間：R5.10.1～R6.9.30

病院情報システム保守契約
静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和5年9月25日
日本電気株式会社　静岡支社
静岡県静岡市葵区黒金町3番地

組み込みソフトウェア等製造者の独自性が認められる医療
機器であり、他の業者に保守・修理を行わせると作動品質面
で医療安全上のリスクが見込まれるため
（独立行政法人国立病院機構会計規程会計規程第５２条第
４項）

- 47,586,000.00 － － － － － 契約期間：R5.10.1～R6.9.30

医薬品購入契約「ﾃﾞｭｵﾄﾞｰﾊﾟ配合経腸液」外１件

静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和5年9月20日
アルフレッサ株式会社　沼津支店
静岡県駿東郡清水町八幡字瀬戸川104-1

当該製品を取り扱うことができる事業者が一者に限られるた
め
（独立行政法人国立病院機構会計規程会計規程第５２条第
４項）

- 1,762,803.90 － － － － － 契約期間：R5.10.1～R6.9.30
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体外衝撃は結石破砕装置保守契
約

静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和5年9月7日
ドルニエメドテックジャパン株式会社
東京都品川区上大崎3-8-5　目黒エステート
ビル

組み込みソフトウェア等製造者の独自性が認められる
医療機器であり、他の業者に保守・修理を行わせると
作動品質面で医療安全上のリスクが見込まれるため
（独立行政法人国立病院機構会計規程会計規程第５
２条第４項）

－ 4,169,000 － － － － － 契約期間：R5.9.8～R6.9.7

MRI装置（MAGNETOM Skyra）冷凍
消耗品交換及び液体ヘリウム補充
作業

静岡医療センター
院長　岡﨑　貴裕
静岡県駿東郡清水町長沢762-1

令和5年8月25日
シーメンスヘルスケア株式会社　静岡営業所
静岡県静岡市葵区栄町４－１０

組み込みソフトウェア等製造者の独自性が認められる
医療機器であり、他の業者に保守・修理を行わせると
作動品質面で医療安全上のリスクが見込まれるため
（独立行政法人国立病院機構会計規程会計規程第５
２条第４項）

－ 9,350,000 － － － － － 履行期限：R5.12.31

（注２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。

（注３）公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注１）「再就職の役員の数（人）」欄については、厚生労働省の所管公益法人（民法第３４条の規定に基づき設立された法人）
　　　に機構の常勤役職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数を記載すること。


